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家畜排せつ物の効率的処理や有効利用の促進を図るため、主として下記の取組を行う。 

（１）家畜排せつ物の適正な管理・処理 

① 各事業者における家畜排せつ物管理 

   ※適正な家畜排せつ物管理は、環境配慮・畜産に対する住民理解の醸成に不可欠 

    ※業界全体で取り組む必要性（１件の不適正事案が業界全体のイメージにつながる） 

  ② 優良事例・試験研究等の情報共有 

   ※家畜排せつ物適正管理に有用な優良事例や、畜産環境技術研究所等の試験研究の文書やインタ

ーネット等による情報共有、勉強会の開催等 

 

 

 

 

平成 27 年２月 23 日（月） 第３回会議資料 

八戸地域畜産関連産業振興ビジョン検討会議 
次第３資料（５） 

５ 家畜排せつ物の有効利用促進 

現状 

○家畜排せつ物については、いわゆる「家畜排せつ物法」その他の法令に基づき、事業者

が管理。（堆肥化、浄化処理など）（参考資料１） 

○事業者による悪臭対策の勉強会等も開催されている。 

○青森県畜産協会では、インターネットホームページに「堆肥流通コーナー」を設置し、

県内の畜産業者が生産する堆肥情報を掲載し、堆肥の流通及び耕種農家の土壌改良を支

援。（参考資料２） 

○岩手県の養鶏事業者が、鶏ふん焼却によるバイオマス発電施設の建設に着手。また、県

内の養鶏事業者の関連会社が、同じく鶏ふん焼却によるバイオマス発電施設を計画中。 

○県内における悪臭・水質汚濁等環境汚染事案は、少数ながら依然としてある状況。（参考

資料３） 

課題 

○畜産振興に伴う飼養頭羽数の増⇒排せつ物の増及び管理コストの増 

○都市と農村の混住化⇒環境面での一層の配慮の必要性 

○堆肥については、廃業等による耕種農家・作付面積の減少への対応 

○バイオマス発電については、国の電力政策の動向も関連するため、動向注視の必要性。 

主な取組（案） 
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（２） 耕畜連携の強化と堆肥の利活用 

① 地域循環型農業への取組支援（再掲） 

② 堆きゅう肥マップの作成・配布による耕種農家への情報提供 

※現在八戸市で作成し、農業者へ配布している「堆きゅう肥マップ」を八戸地域全体に拡大し、

作成したマップを農業者に配布し、堆肥の普及を図る（参考資料４） 

 

（３） 家畜排せつ物のバイオマスエネルギーとしての利活用 

① バイオマスエネルギーとしての活用に対する支援 

※家畜排せつ物の焼却による処理は、減量化に有効であるほか、焼却熱エネルギーの活用（ボ

イラ、発電）、灰の肥料活用等、適正利用に有効。 

※燃焼材の取扱、焼却・発電施設の施設基準等には、環境関係・電気関係の法令の適用がある

ため、必要に応じ助言等の支援。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標又は効果 

○排せつ物の一層の適正処理に伴い、畜産業に対する地域の理解が促進されている。 

○堆肥の円滑な流通が促進され、副次効果として地域内での循環型農業モデルが発生して

いる。 

○畜産バイオマス発電の事業化に伴い、家畜排せつ物の適正処理が一層促進されている。 

 







≫

2010

ko_ishimura
テキストボックス
　　　　　参考資料２
青森県畜産協会ホームページ

ken_kumano
テキストボックス
-３-



43 52 14 7 7 3 12

25 19 1 4 6 7 5

21 19 1 2

11 8 2 2 9 2

16 6 2 2 2 2

5 7 3 3

121 111 19 13 21 22 23

65 50 9 7 8 8 7

30 25 0 1 3 2 4

4 5 1 1 9 9 4

21 23 9 2 1 1 1

1 1 2 1 3

0 7 1 4

121 111 19 13 21 22 23

1 1 1 1

2 1 3

2 1 3

1 1

1 1

2 1 3

1 1

1 1

1 1

1 1

3 1

12 5 2 2 2 0 23

ko_ishimura
テキストボックス
参考資料３青森県の畜産平成26年3月　青森県

ken_kumano
テキストボックス
-４-



ko_ishimura
テキストボックス
　　　　　参考資料４
八戸市堆きゅう肥利用促進マップ
平成27年1月　八戸市作成

ken_kumano
テキストボックス
-５-



ken_kumano
テキストボックス
-６-


